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山 中 勇一郎
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総 務 課 長 松 井 宏 益

生活安全企画課長 黒 木 憲 生
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ただいまから、文教警察企業常○太田委員長

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○太田委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

それでは、委員会を再開いたし○太田委員長

ます。

本委員会への報告事項について説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

おはようございます。本年○相浦警察本部長

最初の常任委員会でございまして、旧年中は、

、警察業務各般にわたりまして御理解をいただき

また、御指導、御鞭撻を賜りまして、まことに
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ありがとうございました。本年も引き続き、安

全で安心な宮崎を目指して、職員一丸となって

一生懸命取り組んでまいりたいと思っておりま

すので、旧年同様、御指導のほどよろしくお願

い申し上げます。

本日は、お手元のほうに資料が参っておりま

すけれども、旧年中の交通事故の発生状況と、

年末年始にやりました初日の出暴走取り締まり

の結果について、担当部長より御報告させてい

。 。ただきたいと思います よろしくお願いします

それでは、平成19年中の交通○柄本交通部長

事故の発生状況、それから、初日の出暴走取り

締まり結果について御報告をいたします。

お手元の資料の第１をごらんいただきたいと

思います。初めに、平成19年中の交通事故発生

状況についてでございます。

まず、１の発生状況でございますが、あらか

じめお断りしておきますけれども、死者数を除

く発生件数と負傷者数は概数でございます。

、 、まず 全国の発生状況でございますけれども

表にございますとおり、人身事故の発生が83

万3,019件、前年比マイナス５万3,845件、6.1％

の減でございます。それから、死者は5,744人、

前年比マイナス608人、9.6％の減、負傷者につ

きましては、103万4,515人、前年比マイナス６

万3,684人、5.8％減ということになっておりま

して、いずれも減少いたしております。特に死

者につきましては、７年連続して大幅に減少し

てきております。

既に、新聞報道等で御案内のとおりでござい

ますけれども、全国の交通事故死者が5,000人台

にとどまりましたのは、昭和28年以来54年ぶり

のことでございまして、国の第８次交通安全基

本計画に掲げられております「平成22年までに

全国の交通事故死者を5,500人以下 死傷者を100、

万人以下にする」という政府目標の実現に向け

て、順調な成果を上げてきているということで

ございます。

次に、県内の発生状況でございます。

発生が表にございますとおり9,930件、前年比

マイナス160件、1.6％の減、それから、死者に

つきましては80人、前年比マイナス16人、16.7

％の減でございます。負傷者も１万2,261人、前

年比マイナス224人、1.8％の減ということで、

本県もおかげさまでいずれも減少いたしており

ます。これもひとえに、委員の皆様を初め関係

機関・団体の皆様 それからボランティアの方々、

が、一丸となって交通事故防止対策を推進して

いただいた結果と、深く感謝をいたしておりま

す。

しかしながら、人口10万人当たりの死者数に

いたしますと、本県は6.94人でございまして、

全国平均が4.50人でございますので、全国平均

を大きく上回っておるということで、全国では

ワースト９位、九州では残念ながらワースト１

位ということで、死亡事故の発生率はまだ非常

に高い、まだまだ厳しい情勢が続いておるとい

うことでございます。

次に、２の「県内の死亡事故の特徴」でござ

います。

特徴の１つ目、依然として高齢者が非常に多

うございまして、高齢者が45人、全死者の56.3

％、半数以上を占めておるということでござい

まして、この56.3％の割合、これは過去最高の

割合となっております。中でも、歩行中の高齢

者が車にはねられるという事故が最も多うござ

いまして、高齢死者の半数以上に当たる25人の

方が車にはねられて亡くなっておられる。その

、 、うちの21人 ８割強の方でございますけれども

この方々が道路横断中に車にはねられるという
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事故でございます。

なお、高齢者の事故につきましては、後ほど

。過去10年間の推移等を詳しく御説明いたします

それから、特徴の２つ目でございますが、原

因別に見ますと、運転者のわき見ですとか安全

不確認、これを原因とする事故の死者が、44人

で全死者の半数以上、55％を占めております。

それから、特徴の３つ目でございますけれど

も、発生の場所でございますが、やはり国道、

県道、こういった幹線道路で発生した死亡事故

、 。が49人ということで 約６割を占めております

いわゆる幹線道路でございますけれども、事故

、 、当事者からしますと 初めて通る道路ではなく

ふだんから通勤や業務で通りなれている道路で

発生した死亡事故が大半を占めております。

また、高齢者が車にはねられて死亡する事故

でございますけれども、自宅付近の買い物等で

通りなれた道路で約６割が発生しておるという

状況でございます。

、 、それから 特徴の最後でございますけれども

死亡事故を起こした第一当事者が飲酒しておっ

た 「飲酒絡みの事故」と表現しておりますけれ、

ども、この死者が７人でございまして、全死者

の8.8％ということになっております。前年比で

は、マイナス５人と減少はしておりますけれど

も、死者７人は、九州では、福岡の15人、長崎

の８人に次いで、熊本、沖縄と並んで３番目に

多いということでございます。昨年、厳罰化さ

れました９月以降も、飲酒運転による死亡事故

が１件発生いたしておりまして、まだまだ飲酒

運転の根絶には至っていないという状況でござ

います。

次に、３の「県内の高齢者事故の推移」につ

いてでございます。

過去10年の、全死者、高齢死者数、高齢死者

の占める割合、そして高齢免許保有者数をグラ

フであらわしております。

高齢死者数につきましては、平成12年の49人

をピークに、おおむね40人前後で推移しており

、 、ますけれども 全死者数が減少傾向にある中で

高齢死者の占める割合が増加傾向にあるという

ことでございます。

また、確実に増加しておりますのが、高齢免

許保有者でございます。平成10年が約８万6,000

人でございました。これに対しまして、昨年は

、 、過去最高の約13万7,000人ということで 約60％

６割ほど増加してきておりまして、高齢化社会

を迎えまして、今後も高齢運転者が増加を続け

るということは確実でございます。

一方、高齢者といいますと、被害者というイ

メージが非常に強いのでございますけれども、

高齢運転者の増加によりまして、高齢者の加害

事故も増加してまいっております。このグラフ

ではお示ししておりませんけれども、平成15年

を境に、加害事故が被害事故を上回ってきてお

りまして、昨年は概数で1,525件が加害事故とい

うことで発生しておりまして、これも平成10年

と比較いたしますと、約3.5倍、高齢者による加

害事故が増加してきておるということでござい

ます。

次に、４の「平成20年の死亡事故抑止対策」

についてでございます。

本年の交通事故防止重点対策は 「交通死亡事、

故抑止“チャレンジ７０・５Ｓプラン」という
ナナジュウ ゴーエス

ことで、高齢者対策を最重点に掲げまして、何

としてでも高齢死者を減少させて、年間の交通

事故死者、まずことしの目標は70人以下を目指

すというものでございます。

「５Ｓ」と申しますのは、資料にありますと
ゴーエス

おり、高齢者の「ＳＩＬＶＥＲ」を初め、事故
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防止のポイントとなる「５つのＳ」を重点に、

各種施策を推進する計画でございます。

その内容につきましては、資料の２枚目をご

らんいただきたいと思います。

まず 「高齢者の交通事故防止」についてでご、

ざいます。

先ほど御説明いたしました高齢者事故の特徴

等を踏まえまして、推進項目といたしまして、

一般運転者対策、高齢運転者対策、高齢歩行者

等対策 自転車乗りも含めてでございますけ―

れども、この３本柱を基本に推進してまいりま

す。

、 、「 」まず 高齢者対策の１番目 一般運転者対策

、 、でございますけれども 高齢者保護の観点から

お年寄りにやさしい「 ３Ｓ 運動」を推進してま
スリーエス

いりたいというふうに思っております。

「 ３Ｓ 」と申しますのは、ここにありますよ
スリーエス

うに、Ｓｅｅ、わき見、油断をせずに前をよく

見て運転する、Ｓｌｏｗ、お年寄りを見かけた

、 、ら速度を落としてゆっくり進行する Ｓｔｏｐ

横断歩道とかその他危ないと判断したら必ず一

時停止をする、こういう基本的な運転の励行を

県民運動として定着させまして、高齢者を交通

事故から守ろうという運動でございます。

また、高齢者事故の実態をすべての運転者に

知っていただくために、一般ドライバーの方々

を対象に、昨年12月から、更新時講習に高齢者

事故に関する小テストを実施するなど、講習の

充実を図っているところでございます。

、 、「 」次に 高齢者対策の２つ目 高齢運転者対策

でございます。

加齢に伴う身体機能の低下や認知症が招く交

通事故を防止するために、あらゆる機会をとら

えまして安全教育を推進してまいります。あわ

せて、関係機関・団体と連携いたしまして、運

転免許証を自主的に返納した高齢者の方々に対

しまして 例えば バス 電車あるいはタクシー、 、 、

料金の割引とか、温泉入浴料あるいは商店街の

割引、こういったメリット制度を構築してまい

りたいというふうに考えております。

また、本年６月から、75歳以上の高齢運転者

、 、に もみじマークの表示が義務化されますので

広報啓発に努めまして、表示促進を図っていき

たいというふうに考えております。

次に、高齢者対策の３つ目 「高齢歩行者等対、

策」でございますけれども、高齢歩行者が車に

はねられる事故のうち、歩行者側に過失が全く

。なかったという事故は非常に少のうございます

ほとんどの事故で、歩行者側の安全不確認によ

る道路横断等の過失が見受けられるところでご

ざいます。このような点を踏まえまして、道路

の横断方法を重点とした、参加・体験・実践型

の安全教育を、より多くの高齢者を対象に実施

してまいります。

また、県下一斉の高齢者宅訪問とか公民館単

位での交通教室、こういったものを開催いたし

まして、高齢者の方が安全教育を受ける機会を

これまで以上にふやしまして、事故防止を図っ

ていきたいというふうに考えております。

５Ｓの２つ目 「飲酒運転の根絶」でございま、

す。

飲酒運転取り締まりの強化はもちろんでござ

いますけれども、自治体、関係機関・団体と連

携した飲酒運転根絶運動を積極的に展開いたし

まして、県民の飲酒運転根絶機運の醸成に努め

てまいります。

ことしも２月１日から10日間、飲酒運転根絶

運動が展開されますので、こういった機会を通

しまして、広報啓発に努めてまいりたいと思っ

ております。
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また、昨年、道路交通法が改正されまして、

飲酒運転者に対する車両提供、酒類提供、同乗

罪、こういった飲酒運転幇助行為の取り締まり

をさらに強化いたしまして、飲酒運転の根絶を

目指したいというふうに考えております。

次に、３つ目の「速度抑制等被害軽減対策の

強化」でございます。

事故多発路線における速度違反取り締まりを

強化するとともに、被害軽減効果の高いシート

ベルト装着義務違反の指導取り締まりを実施し

てまいります。

特に、本年６月までに義務化されます後部座

席のシートベルト装着義務は、全席シートベル

ト着用義務ということになりますけれども、こ

れにつきましても、広報啓発及び指導取り締ま

りを計画的に実施したいと考えております。

次に ４つ目の 信号の遵守等交通マナーアッ、 「

プの推進」でございますけれども、重大事故に

直結する信号無視、一時不停止、横断歩行者妨

害、こういった交差点違反ですとか、最近特に

、目立っております運転中の携帯電話使用等違反

こういった違反に対する指導取り締まりをさら

に強化していきたいと思っております。

また、道路管理者との連携をさらに強めまし

て、交差点のカラー舗装ですとか、あるいは減

速マーキング、こういったものを設置いたしま

して、交通安全施設の整備に努めてまいりたい

と思っております。

５Ｓの最後 「薄暮時の街頭活動の強化」につ、

いてでございますけれども、御案内のとおり、

交通死亡事故の発生が一番多い時間帯、これは

、薄暮時から午後９時ごろまででございますので

この時間帯の街頭活動を強化して、重点違反の

取り締まりを実施してまいります。

また、夜間、車にはねられて死亡した歩行者

が20人いらっしゃいますけれども、そのうち反

射材をつけていた人は 残念ながら１人もいらっ、

、しゃらなかったという結果が出ておりますので

引き続き、反射材の普及促進を図るための広報

啓発と正しい道路の横断を重点とした安全教育

や街頭指導を実施いたします。

さらに、本年６月までに施行されます、自転

車の通行方法の変更にかかわる道路交通法の改

正を踏まえまして、安全教育や指導取り締まり

を強化いたします。

自転車の事故でございますけれども、全国的

に加害事故が増加しております。本県では、今

のところ、目立った増加傾向はございませんけ

れども、自転車のルール無視ですとかマナー違

反、これに関する苦情等が非常に多くなってき

ております。昨年12月には、宮崎市内で自転車

が歩行者と衝突して、歩行者の方が亡くなられ

るという事故も発生しております。

こういった現状を踏まえまして、自転車は車

やバイクと同じ車両という認識を持って運転し

ていただくということの周知徹底を図るととも

に、指導取り締まりや、より効果的な安全教育

を実施して、交通秩序の確立を目指したいと考

えております。

以上が本年の交通死亡事故抑止対策でござい

ます。

、 、資料の１枚目にお戻りいただきまして 次に

第２の「初日の出暴走取り締まり結果」につい

てでございます。

初日の出暴走と申しますのは、御案内のとお

りでございますけれども、暴走族や暴走をする

おそれのあるグループが、大みそかから元旦に

かけて、初日の出暴走と称する集団暴走を敢行

する、あしき風習でございます。

特に本県は、迎光に適した日南海岸などの観
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光地がございますので、迎光客にまじって県外

から流入した暴走族が集団暴走を敢行したり、

過去におきましては、県内の暴走族と県外の暴

走族が乱闘事件を引き起こしたということもご

ざいます。

しかしながら、近年は、徹底した取り締まり

によりまして、大規模な集団暴走はあっており

ません。小集団あるいは単発の暴走行為が散見

される程度に沈静化してきております。

資料の実施日時・概要等にありますとおり、

今回も12月31日の午後７時から翌元旦の午前７

時までの12時間、警察本部に実施本部、県下13

、警察署に現地本部をそれぞれ設置いたしまして

交通部長以下570名、車両194台の体制で、県境

検問11カ所を含む県内計28カ所での検問と、県

内全域でパトカー等による機動取り締まりを実

施いたしました。

その結果でございますけれども、結論から申

し上げますと、集団暴走とかあるいは特異な事

件事故の発生はございませんで、近年例を見な

い平穏な年明けでございました。

検問台数は、一般車両を含めまして1,926台、

そのうちの３台を整備不良等で検挙いたしまし

て、軽微な整備不良等の違反265台に対しまして

指導警告をいたしております。

それから、えびの市の加久藤と五ヶ瀬町の県

境検問におきまして、熊本から宮崎に入ってき

ました車両13台を阻止いたしまして、その場か

ら熊本のほうに帰県させております。

それから、取り締まり中の110番通報でござい

ますけれども、これも年々減少傾向にございま

して、騒音や若者の蝟集、こういったことで今

回は11件110番がございました。前年比では、マ

イナス３件でございます。

このように平穏な結果となった要因でござい

ますけれども、昨年１年間、特に年末にかけま

して、暴走のおそれのあるグループ、こういっ

た違反行為の検挙、あるいは事前の情報収集を

徹底いたしまして、グループ等の指導者といい

ますか、そういった者に対する個別指導、こう

いった対策が効果があったのではないかと思っ

ております。

それから、徹底した県境検問を毎年行ってお

りますので、県外からの暴走族の流入、これは

年々減少しております。特に、ことしは寒波で

ございまして、県境の国道４本が凍結によって

チェーン規制が行われたということも、その理

由の一つではないかというふうに思っておりま

す。

暴走族につきましては、日ごろから徹底した

取り締まりや少年の健全育成のための個別指導

、等を実施しているところでございますけれども

今後も、危険性、迷惑性の高い暴走行為の根絶

を目指しまして、取り締まりをさらに強化する

とともに、関係機関・団体と連携した諸対策を

講じてまいる所存でございます。以上でござい

ます。

、○太田委員長 執行部の説明が終了しましたが

報告事項について質疑はありませんか。

今、部長からいろいろ御報告がご○米良委員

ざいましたが、それぞれの地域で一生懸命取り

、組んでいかないといけないにもかかわりませず

こういうふうに交通事故が発生するという、実

際は私はまだもっともっと多いと思うんです。

警察に被害届が出されたのが9,930件と理解しま

すが、死者が80人、そのうち高齢者が45人とい

うことでありますが、内容的にどうでしょうか

、ということをお尋ねしたかったんですけれども

部長がそれぞれ説明をされましたので……。

もう一つは、この45人という死者に至った内
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容的なもの、飛び出しとか、いろいろお話しに

なりましたけれども、部長、具体的に45人の事

故の内容はわかりませんか。例えば、飛び出し

事故はもちろんそうでしょうけれども、信号機

のないところを渡ってはねられたとか、私は事

故をされた高齢者、亡くなった高齢者が、物す

ごく気の毒でなりませんけれども、運転をされ

ておって過失がないのにはねたという事例も、

加害者側に回ってしまうわけですけれども、か

わいそうだなという話もよく耳にしたりするも

のですから、やっぱり高齢者の皆さん方の自覚

の問題だと思うんです。前の委員会でも私は

ちょっと言いましたけれども、そこ辺を考えま

すと、今、部長も話をされましたけれども、い

ろんな機会と場所において、高齢者の皆さんた

ちに、そういう自治会を中心とした教室という

話もありましたけど、そういうのは積極的に、

これでもか、これでもかという、そういう教室

なるものの開催というのは不可欠だと思います

ので、もし45人の事故の内容が具体的にわかり

ましたら、わからなければいいです。

45件の事故の詳細な分析は、○柄本交通部長

まだ今、分析の途中でございまして、ただ、状

態別に申し上げますと、歩行中が先ほど申し上

げました25人でございます。それから、自分で

四輪を運転中の方が６人、バイク、二輪を運転

中の死亡事故が６人、自転車、それから手押し

車、こういったいわゆる軽車両に乗っておられ

、 。 、た方が６人 いずれも６人ずつです それから

四輪同乗中の方が２人ということでございまし

て、委員御指摘のとおり、特に歩行中の25人の

中には、やはり安全をよく確認しないまま道路

を横断してはねられたという事故が非常に多う

ございます。ですから、ドライバー側だけの過

失ではなくて、どちらかというと、お年寄りの

道路横断方法の不適というのが、歩行中の事故

は大半を占めておるという状況でございます。

きょうは非常にいい資料をいただ○米良委員

きましたので、私どもは高齢者の前でいろいろ

お話をする機会がありますから、こういう資料

をもとにして、いろいろまたお話をさせていた

だきたいと思います。

それからもう一つ、私は、日ごろ気がついて

、おることを申し上げておきたいと思うのですが

特に10号線なんかを走っておりますと、中央分

離帯に植栽がありますよね。これは私は要らん

のじゃないかなと思うんです。最近、少なくな

りましたよ。警察署のそういうのがあって少な

くなっておるのかわかりませんが、あそこあた

りに高齢者の皆さんが立っておるんです。車が

来ないのを見計らって、ぽっと出てくるという

事例を私は何回も見るんです。ですから、そう

いう観点からして最近は少なくなったのかと、

むしろ私はいい傾向だなと思っております。植

栽の陰でこうやってますので、私もおばあちゃ

んに注意したことがあります。20～30メーター

、 。先に横断歩道はあるけれども 行かないんです

中央で待ってます。だから、そういう点では、

確かにくどいようでありますが、中央植栽は要

らんのじゃないかなと。環境を配慮してあるん

でしょうけれども、最近は大分少なくなりまし

た。気がついたので、申し上げておきたいと思

います。

確かに植栽は、運転する側か○柄本交通部長

らは非常に視認性が悪くなるんです。あの陰か

らぽっと出てこられて本当に私もはっとしたこ

とがございます 先生の地元門川には 植栽じゃ。 、

なくて鉄製のものがついていますよね。あれは

非常にいいと思うんです。ですから、植栽も横

、断を自粛させる意味合いもあるんですけれども
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確かに視認性から考えますと、委員御指摘のと

おり、ああいった鉄製のポール式のものが非常

。にいいのではないかというふうに思っています

また道路管理者といろいろ協議を重ねてまいり

たいと思います。

ちょっと教えてほしいのですが、○福田委員

きょうの事故発生状況表、これは人身でござい

ますね。ほかに物損の事故がかなりあると思い

ますが、この統計はあるんでしょうか。県内で

結構でございます。

物損が昨年１年間で２万1,351○柄本交通部長

件でございます。けがなしの事故です。

全く人身を伴わない物損事故です○福田委員

か。

そうでございます。○柄本交通部長

それから、もう一つ教えてほしい○福田委員

のですが、こういう人身事故が特に大事なんで

すが、人身事故で任意の保険が掛けられていな

い無保険者、もちろん自賠責かかっていますよ

ね 強制 これはどれくらいの件数あるんでしょ、 、

うか。統計はとっておられないでしょうね。

。○柄本交通部長 統計はないそうでございます

実は、私は今、ＪＡの組織の非常○福田委員

勤をしていまして、事故処理センターがあるん

ですね。警察のＯＢの皆さん方に来ていただい

てやっているんですが、一番悲惨なのは、やは

り自賠責の範囲をオーバーする人身事故、この

場合、なかなか救いようがない。事故を起こし

た人が資力があれば問題ないんですが、往々に

してそういう方々はない場合が多いんです。こ

れは任意とはいえ、自動車保険なり共済が付保

されておりますと、後、非常に救済がスムーズ

にいくなということを考えたものですから、

ちょっとお聞きしたところでございまして、こ

れは統計ないですね。結構でございます。

昨年、私も事故を起こしまして、○長友委員

物損のほうの１件に入って、まことに申しわけ

ない限りですが、たまたま物損で終わりまして

よかったんですけれども、つい２～３日前の報

道だったと思いますけれども、全国的な認知症

の数が、耳を疑うような多さではなかったかな

と思うんですよ。それで、高齢者の交通事故が

こういうことになってくれば、先ほど認知症の

お話もちょっと出ましたけれども、大体宮崎県

で認知症の方々の推定値とか、そういうものは

お調べになっているんでしょうか。なければい

いです。

認知症の方が何人いらっしゃ○柄本交通部長

るかというのは、ちょっと私どものほうでは把

握いたしておりません。

ちょっとこれは正確さを欠くかも○長友委員

しれませんけれども、認知症、また、認知症予

備軍まで入ったのかわかりませんけれども、全

国的に100数万人か110数万人かという数値を

ちょっと耳にしたんですね。それで、意外と多

いなと。そうしますと、宮崎でも数百分の一に

はなりませんけど、１万人ぐらいみたいな数に

なるのかなと そうしますと これは高齢者の10。 、

人に１人というか、恐らく高齢者が10万人ぐら

いいらっしゃるとして、75歳前後、それで、そ

、の10分の１ぐらいだという統計になってくると

これはもう大変だと。10人いて１人ぐらいそう

いう危険性をはらんでくると、高齢者の交通事

故に相当響くなと思いますので、これは今後の

ことでありますけれども、また、これは医療機

関との連携もあろうかと思いますけれども、そ

のあたりもできれば調べて一つの参考にしてい

。ただければありがたいなというふうに思います

以上です。

昨年から、飲酒に対する取り締ま○西村委員
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りが非常に厳しくなったと思いますが、ここで

も飲酒絡みの事故による死者が７名ということ

が書いてあります。その中で、お店とか同乗者

に対する厳罰化によって、検挙と言うかわかり

ませんけれども、事故を起こしたり捕まった本

人以外で検挙されたとか、関連してそういうふ

うに捕まった方はどのぐらいいらっしゃるんで

しょうか。

本県では、昨年１件でござい○柄本交通部長

ました。これは、飲酒運転の車に同乗した事件

でございまして、同乗罪で高鍋のほうで検挙を

。 、 、１件いたしております それから 全国の件数

ちょっとお待ちください。

交通部長、これは法改正後が１件○西村委員

ということですか、去年１年間で１件というこ

とですか。

法改正後でございます。○柄本交通部長

全国の件数は調べてからで結構で○西村委員

す。

時間はありますので、ゆっくり○太田委員長

。 、調べてください 後でまた出してもらいますが

ほかにあれば。

今の関連ですが、この飲酒絡みの○野辺委員

事故による死者７名というのは、飲酒運転をし

ての事故は１件だと言われたような気がするん

ですが 例えば 死んだ人は飲酒で自転車をひょ、 、

ろひょろと……、そういう状態も入っておるん

ですか。それとも、この７人というのをもう

ちょっと教えてください。

７人中５人は自損事故、自分○柄本交通部長

で飲酒運転をして、ガードレールにぶつかった

とか電柱に衝突して亡くなったという、いわゆ

る自損事故が５人です。あとの２件につきまし

ては、飲酒運転をして人をはねたとか自転車を

はねて相手を死亡させたという事故でございま

す。

、 、○野辺委員 ということは これはあくまでも

７人というのは、飲酒運転が原因での死者とい

うことですね。

あえて飲酒絡みとしておりま○柄本交通部長

すのは、例えば自損事故を起こして亡くなった

場合、果たして飲酒運転が原因なのか、あるい

、 、は 飲酒しておったことは間違いないのですが

わき見をしたとか そういったことでガードレー、

ルとかで自損事故を起こしたと。当人がもう亡

くなっておるものですから、そこ辺の原因が特

定できないものですから、あえて飲酒絡みとい

う表現にしております。

ほかの問題ですが、一概には言え○野辺委員

ないと思うのですが、全国の発生件数、死者・

負傷者数は、大体６％から９％の範囲ぐらいで

下がっておると思うんです。宮崎県は、発生件

数が1.6％、負傷者数が1.8％下がっているんで

すが、そういう中で、死者数は16人少なくなっ

ておるというのは結構なことで、16.7％大幅に

減ったということは、大変いいことだと思うん

ですが、これは例えば、死亡事故につながるか

助かるかというのは、危機一髪だと思うんです

が、例えば救急体制が整っていたために命が助

かったというケースも結構多いのでしょうか。

この辺はどうなんでしょうか。

委員の御指摘のとおりでござ○柄本交通部長

いまして、救急医療の発達で非常に全国的に死

者が減少してきておると。これだけではござい

ませんけれども、これも一つの大きな要因だと

考えられます。あと、シートベルトの着用率が

非常に上がってきたとか、車自体の安全構造が

非常に充実してきたとか、エアバッグとか、も

ちろん飲酒運転とかの厳罰化もございますけれ

ども、そういったもろもろのいろんな要素が複
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合的に死亡事故の抑止につながっておるという

ふうに、私どもも解釈をいたしております。

死亡事故のほうじゃなくて、初日○宮原委員

の出暴走の検挙のところで、整備不良が３件と

いうふうに書いてありますが、前年比で３件マ

イナスということなんですが、正月あたり、整

備不良の車というのは、自分たちが目で見たと

き、結構たくさん走っているような気がするん

ですけど、その整備不良の基準というのが、昔

はタイヤがはみ出ているとか、また、マフラー

の音が大きければ整備不良だということで、よ

く警察からとめられるという話を聞いていたん

ですが、基準がちょっと変わってきているんで

すかね。そのあたりはどんなものなんでしょう

か。違法改造というのが、前からすると、かな

りふえているような気がするんですけど。

整備不良に関する法改正は、○柄本交通部長

ここ最近はあっておりませんので 基準が変わっ、

たとか、そういうことはございません。

整備不良を促進させるような雑誌○宮原委員

等も出ていますよね、いろいろ改造のやり方と

。 、か 正月だからということではないのですけど

通常よく警察の方に、自分たちが知っているの

でもとめられて、整備不良でやられたというの

をよく聞いていたのですが、このごろは余り聞

かないなというふうにも思いますし、自分たち

、が明らかにこれは整備不良だなと思っていても

パトカーがすれ違ってもとめることはないなと

いうふうに思うものですから 基準が多少変わっ、

てきているのか。普通はきつくなるんでしょう

けど、たくさん出過ぎて、余りそういったもの

は摘発する状況にないのかなというのを感じた

ものですから、話をさせてもらいました。

取り締まりのほうを緩めてい○柄本交通部長

るということはございませんで、今回の初日の

出暴走の取り締まりにおきましても、検挙は３

件でございますけど、あと250～260台に対しま

しては、軽微な違反ということで指導・警告は

いたしておるところでございます。

ほかにありませんか。○太田委員長

先ほどの質問の答えは出ますか。

酒類提供の西村委員の御質問○柄本交通部長

でございますけれども、これは12月18日現在で

、 、 、ございますけれども 法改正以降 全国で309件

車両提供とか酒類提供とか同乗、同乗がほとん

どで、224件になっております。

私のほうから、先ほど説明の中○太田委員長

で、運転免許返納メリット制度の推進というこ

とで説明していただきましたが、バス、電車割

引とか温泉の、ということでありますが、これ

は具体的にもうされているということですか。

それを推奨するという意味なんでしょうか。

これはまだ実施の段階ではご○柄本交通部長

ざいません。それぞれ地域の実情がございます

ので、いろんな関係機関・団体と連携して、そ

の地域の実情に合ったメリット制度を立ち上げ

るように、今、各署のほうでいろいろ準備をし

ておるところでございまして 県下一斉にスター、

トということも、これはなかなか難しい問題が

ございまして、できるところから先にやってい

くということで、今、進めておるところでござ

います。

ほかありませんか。本日の報告○太田委員長

の件ではありませんか。

それでは、ないようですので、その他、何か

ありませんか。

その他でなんですが、今、軽車両○宮原委員

で、四輪でヘルメットもかぶらなくていいとい

う、バギーというんですかね が走っていま―

すよね。結構目にするんですが、普通の乗用車



- 11 -

がオープンカーだというふうに考えれば、シー

トベルトをしているということは、必ずオープ

ンカーであってもせなならんと思うんですね、

普通の車であれば。だけど、このバギーについ

ては、ヘルメットをかぶらなくても別に捕まら

ないというその基準、これは宮崎県だけの問題

じゃないと思うんですが、そのあたりはどうい

うふうに考えておられるのかなというのを聞い

てみたいと思ったんですが。

ちょっと中途半端にお答え○相浦警察本部長

してもあれなので、よく煮詰めてまた、後ほど

でもよろしゅうございますでしょうか。

はい。小さいことなんですけど、○宮原委員

たしかハーレーみたいなのもあると思うんです

よね。三輪はヘルメットをかぶらなくていいで

すよ、というのがあるようですから、一方では

どんどんきつくなってくるんだけど、一方では

そこはまだ整備はないのかなと思ったものです

から、済みません。

バギー車で、50cc以下の四輪○柄本交通部長

バギー、これは三輪も含むとなっていますけれ

ども、これは道交法上では原動機付自転車、い

わゆる原付バイクと同じでございまして、これ

はヘルメットの装着義務があると、50cc以下の

バギーは。それから、250cc以下の四輪バギー、

大きなバギー車になりますと、これは道交法上

では普通自動車ということで、普通免許が必要

でございますけれども、ヘルメットの着用は必

要ないという解釈でございます。

今、高齢者の方がよく電動の○河野副委員長

車いすみたいなものに乗っておられますが、あ

。れは講習か何かを受けられた方なんでしょうか

あれは非常に危険を伴うような感じがするんで

すけど。

道交法上では何も規制はござ○柄本交通部長

いません。それで、講習を受ける必要ももちろ

んない、免許の必要もないんですが、道交法上

は、あれに乗っておられても歩行者という位置

づけでございます。

ほかにありませんか。きょうは○太田委員長

交通部長だけに集中しておりますが、ほかの方

もせっかくおいでだから、この際、聞いておい

たほうがいいというのがありましたら……。い

いですか。

それでは、以上をもって警察本部を終了いた

します。

執行部の皆様には大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時55分休憩

午前11時０分再開

委員会を再開いたします。○太田委員長

そのほか何かありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で○太田委員長

委員会を終了いたします。

午前11時０分閉会




